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先
の
大
戦
に
お
け
る
戦
没
者
を
追

悼
し
、
恒
久
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、

平
成
21
年
度
城
里
町
戦
没
者
追
悼
式

を
挙
行
し
ま
す
。
ご
参
列
く
だ
さ
い
。

日
　
時
　
10
月
22
日(

木) 

午
前
10
時

　
か
ら
（
受
付
／
午
前
９
時
か
ら
）

場
　
所
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

対
　
象
　
戦
没
者
並
び
に
戦
災
等
に

　
よ
る
死
亡
者
の
遺
族

　
鮎
が
産
卵
す
る
清
流
那
珂
川
。
き

れ
い
な
那
珂
川
を
守
る
た
め
、
中
流

部
の
河
原
の
ク
リ
ー
ン
作
戦
を
実
施

し
ま
す
。

　
町
主
催
の
「
秋
の
環
境
美
化
ク
リ

ー
ン
作
戦
」
の
開
催
日
に
あ
わ
せ
て

実
施
し
ま
す
の
で
、
河
川
周
辺
の
環

境
美
化
に
も
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

日
　
時
　
10
月
25
日（
日
）午
前
８
時

　
30
分
か
ら
（
小
雨
決
行
。
荒
天
の

　
場
合
は
11
月
１
日（
日
））

場
　
所
　
那
珂
川
大
橋
下
流
（
道
の

　
駅
か
つ
ら
周
辺
）、桂
川
合
流
点
上

　
流
部
の
２
か
所

　
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
の
祭

典
「
ラ
・
フ
ェ
ス
タ
・
ミ
ッ
レ
・
ミ

リ
ア
２
０
０
９
」
が
10
月
10
日（
土
）

〜
14
日（
水
）の
期
間
開
催
さ
れ
、
堺

正
章
さ
ん
や
近
藤
真
彦
さ
ん
な
ど
多

く
の
著
名
人
が
参
加
し
ま
す
。

　
こ
の
祭
典
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
ク

ラ
シ
ッ
ク
カ
ー
約
１
１
０
台
が
城
里

町
内
を
通
過
し
ま
す
。
貴
重
な
瞬
間

を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

通
過
日
時
　
10
月
13
日（
火
）

　
午
前
７
時
５
分
〜
８
時
５
分

通
過
地
点
　
物
産
セ
ン
タ
ー
山
桜

（
ツ
イ
ン
リ
ン
ク
も
て
ぎ
　
物
産
セ

　
ン
タ
ー
山
桜
　
ビ
ー
フ
ラ
イ
ン
　

　
笠
間
市
へ
）

日
　
時
　
11
月
８
日（
日
）
　

　
午
後
２
時
〜
４
時
30
分

場
　
所
　
友
部
公
民
館

　（
笠
間
市
中
央
３
‐
３
‐
６
）

内
　
容
　
寸
劇
に
よ
る
防
犯
対
策
の

　
紹
介
、県
警
音
楽
隊
に
よ
る
演
奏
等

そ
の
他
　
参
加
無
料
。
申
込
不
要
。

日
　
時
　
11
月
11
日（
水
）

 

　
午
後
２
時
〜
４
時

場
　
所
　
県
民
文
化
セ
ン
タ
ー

　
新
規
高
卒
者
を
対
象
と
し
た
就
職

面
接
会
に
参
加
を
希
望
す
る
事
業
所

を
募
集
し
ま
す
。

面
接
会
日
時
　
12
月
３
日（
木
）

　
午
後
１
時
〜
３
時
30
分

　（
受
付
／
午
後
０
時
30
分
か
ら
）

会
　
場
　
ホ
テ
ル
レ
イ
ク
ビ
ュ
ー
水
戸

　（
水
戸
市
宮
町
１
‐
６
‐
１
）

申
込
締
切
　
11
月
６
日（
金
）

募
集
人
員
　
　
４
歳
児
70
人

　
　
　
　
　
　
５
歳
児
32
人

応
募
資
格
　
　
平
成
17
年
４
月
２
日

　
〜
平
成
18
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

　
ま
れ
た
幼
児
　

　
平
成
16
年
４
月
２
日
〜
平
成
17
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
幼
児

保
育
料
　
４ 

０
０
０
円(

月
額)

給
食
費
　
３ 

５
０
０
円(

月
額)

※
そ
の
他
教
材
費
等
が
か
か
り
ま
す
。

願
書
受
付
　
10
月
15
日（
木
）・
16
日

　（
金
）午
前
９
時
〜
午
後
３
時

　
常
北
公
民
館
小
会
議
室
で
受
付

※
申
込
者
が
募
集
人
員
を
超
え
た
場

　
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

面
接
日
時
　
11
月
11
日（
水
）

　
午
後
１
時
30
分
か
ら

　（
面
接
・
内
科
検
診
を
行
い
ま
す)

お

知

ら

せ

町
戦
没
者
追
悼
式
を
挙
行
し
ま
す

平
成
22
年
度
の
常
北
幼
稚
園
児
を

募
集
し
ま
す

第
３
回
那
珂
川
中
流
部

ク
リ
ー
ン
作
戦
を
実
施
し
ま
す

問
合
せ  

健
康
福
祉
課

　
　
０
２
９
‐
２
４
０
‐
６
５
５
０

「
ラ
・
フ
ェ
ス
タ
・
ミ
ッ
レ
・
ミ
リ
ア

２
０
０
９
」 

開
催

問
合
せ  

国
土
交
通
省
常
陸
河
川

　
国
道
事
務
所
　
計
画
課

　
　
０
２
９
‐
３
０
５
‐
２
５
２
６

｢

安
全
安
心
ま
ち
づ
く
り
大
会｣

を
開
催
し
ま
す

問
合
せ
　
産
業
振
興
課(

内
線
３
８
１)

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
１
１
１

源
泉
徴
収
義
務
者
に
対
す
る

平
成
21
年
分
年
末
調
整
説
明
会

問
合
せ
　
笠
間
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
０
２
９
６
‐
７
３
‐
０
１
１
０

申
込
先
・
問
合
せ

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
水
戸

　
　
０
２
９
‐
２
３
１
‐
６
２
４
４

「
新
規
高
卒
者
就
職
面
接
会
」に

参
加
す
る
企
業
を
募
集
し
ま
す

問
合
せ
　
水
戸
税
務
署

●
年
末
調
整
事
務
関
係

　
　
０
２
９
‐
２
３
１
‐
４
２
６
４

●
源
泉
徴
収
票
等
法
定
調
書
関
係

　
　
０
２
９
‐
２
３
１
‐
４
２
１
６

募
　
　
　
集

問
合
せ
　
教
育
委
員
会
事
務
局

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
７
０
１
０

　
常
北
幼
稚
園

　
　
０
２
９
‐
２
８
８
‐
３
０
５
５
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  □町県民税

  □固定資産税

  □軽自動車税

  □国民健康保険税

  □後期高齢者医療保険料

  □介護保険料
  □農業集落排水受益者負担金

  □農業集落排水施設使用料

  □公共下水道受益者負担金(桂処理区のみ)

  □公共下水道施設使用料

  □地域下水道使用料

※ＪＡ茨城中央は取り扱いしていません。

  □水道使用料

税　務　課 健康福祉課

教育委員会事務局

下 水 道 課保　険　課

水　道　課

都市建設課

  □町営住宅使用料

  □保育園保育料

  □幼稚園使用料

　　・役場担当課（下表参照）　・桂支所　　・七会支所　・町内の取扱金融機関の窓口

　　※ただし、ゆうちょ銀行の口座から引き落としをする場合は、直接郵便局の窓口で手続きを行って
　　　ください。

　　　　　 [取扱金融機関]
　　　　　　 ・常陽銀行　・茨城銀行　　・JA水戸　・ＪＡ茨城中央　・関東つくば銀行
　　　　　　 ・ゆうちょ銀行（※）

 ◆手続きに必要なもの

 ◆手続きができる場所

 ◆口座振替の注意点

 ◆口座振替のできる税目等

　・口座振替の開始は、原則申し込みをした月の翌々月分からとなります。
　・口座振替領収済通知書は、１年分をまとめて記載したものを翌年の４月中旬に送付します。
　　（町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料）
　・軽自動車税継続検査用（車検用）の口座振替領収済通知書については、振替確認後に送付します。
　　（６月中旬予定）

○該当する税目等のチェックにご利用ください。

問合せ　税務課　　029 - 288 - 3111（内線124）
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　高齢者がインフルエンザにかかると、持病が悪化したり、合併症を引き起こしたりするため注意が必

要です。予防接種でインフルエンザを完全に予防することはできませんが、重症化を防ぐことはできま

す。町では高齢者のインフルエンザ予防接種料金を一部助成していますので、かかりつけ医等に相談し

予防接種を受けましょう。

※ワクチンの種類は新型インフルエンザではなく、従来の季節性インフルエンザです。※ワクチンの種類は新型インフルエンザではなく、従来の季節性インフルエンザです。

対 象 者　　65歳以上の方（平成21年10月15日現在）

　　　　　※接種期間中に65歳以上なる方は下記までお問い合わせください。

　　　　　　60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、もしくは呼吸の機能またはヒト免疫不全ウイルスによ

　　　　　る免疫の機能に障害を有するものとして、厚生労働省令で定められている機能障害を持つ方

接種期間　10月15日(木)～12月28日(月)

補 助 額　　2,000円

実施医療機関　町内医療機関／石塚地方病院、国保七会診療所、城北病院、しらべクリニック、

　　　　　　　　　　　　　　せつクリニック、広沢クリニック、四倉医院（五十音順）

　　　　　　　町外医療機関／広域予防接種体制の協力医療機関

　　　　　　　　　　　　　　（詳しくは下記までお問い合わせください）

申込方法　対象者　の方／健康福祉課から予診票が送付されますので、予防接種を希望する方は各自医

　　　　　療機関に予約して予防接種を受けてください。　　

　　　　　対象者　の方／接種を受ける前に下記までお問い合わせください。

接種を受けるときの持ち物　

　インフルエンザ予防接種予診票・健康手帳

※料金は医療機関により異なります。料金から補助額を引いた金額を医療機関窓口にお支払いください。

問合せ　健康福祉課　　029 - 240 - 6550（直通）

　　　　　　　　　　　029 - 288 - 3111（内線370、371）

問合せ　役場保険課　　029 - 288 - 3111（内線372）
　　　　茨城県後期高齢者医療広域連合　給付課　　029 - 309 - 1214

　後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは、先発医薬品（新薬）の特許が

切れた後に販売される先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ

医薬品のことをいいます。

先発医薬品より安価で経済的です。

　患者さんの自己負担の軽減、医療保険財源不足の改善につながります。

※価格は品目ごとに様々ですが、先発医薬品の半額以下の薬もあります。

効き目や安全性は先発医薬品と同等です。

　国では、後発医薬品が先発医薬品と同レベルの品質・有効性・安全性を有するかど

うかについて、欧米と同様の基準で審査を行っています。

※薬の形、色や味は、先発医薬品と異なる場合があります。

欧米では幅広く使用されています。

　アメリカ、イギリス、ドイツなどでは使用されている医療用医薬品の約半分が後発

医薬品です。日本の後発医薬品のシェアは、２割に満たないのが現状です。


